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ＢＳＥ根絶のためのＢＳＥ根絶のための
飼料規制飼料規制についてについて

農林水産省農林水産省消費・安全局消費・安全局

平成１６年９月平成１６年９月

ＢＳＥの発生ＢＳＥの発生
英国におけるＢＳＥの発生英国におけるＢＳＥの発生

異常プリオンタンパク質を含む肉骨粉の牛へ
の投与が原因

１９８６年以降１８万頭以上に発生

日本におけるＢＳＥの発生日本におけるＢＳＥの発生

１～７、１０、１１頭目

　　　平成７年１２月～平成８年４月生まれ

８、９頭目

　　　平成１３年１０月、平成１４年１月生まれ

１２頭目　　平成１１年７月生まれ
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原因究明原因究明

ＢＳＥ疫学検討チーム報告書ＢＳＥ疫学検討チーム報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１５年９月）　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１５年９月）

牛用飼料への製造・輸送段階での牛用飼料への製造・輸送段階での

　肉骨粉の意図しない混入による　肉骨粉の意図しない混入による

　感染の可能性　感染の可能性

4

ＢＳＥの発生サイクルとその遮断ＢＳＥの発生サイクルとその遮断

飼料工場飼料工場
肉骨粉製造工場肉骨粉製造工場

農家農家

飼料飼料

輸入輸入

肉骨粉肉骨粉

肉骨粉肉骨粉

と畜と畜場場

食肉食肉

焼却

特定特定
部位部位

発生国発生国
生体牛生体牛

発生国発生国

牛由来牛由来
肉骨粉肉骨粉
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飼料規制の基本的考え方飼料規制の基本的考え方

ＢＳＥの感染源となりうるもの感染源となりうるもののの　　
飼料への利用の規制　　　　　　

肉骨粉、魚粉、動物性油脂等の肉骨粉、魚粉、動物性油脂等の　　　　　　
牛用飼料への利用禁止牛用飼料への利用禁止

牛用飼料とその他の飼料の分離分離　

牛用飼料とその他の飼料の　　　　　牛用飼料とその他の飼料の　　　　　
交差汚染防止のために、　　　　　　　交差汚染防止のために、　　　　　　　
飼料の製造、保管、輸送等を分離飼料の製造、保管、輸送等を分離

6

飼料原料の規制状況飼料原料の規制状況

由来由来

××××　豚、馬

○

○

×

魚魚

○

○

×

鶏鶏

○

○

×

豚豚

×

×

×

牛

飼料飼料

　牛動物性油脂動物性油脂
（肉骨粉製造時に発生する油脂）（肉骨粉製造時に発生する油脂）

　鶏チキンミールチキンミール（鶏由来肉骨粉）（鶏由来肉骨粉）

フェザーミールフェザーミール（羽毛加工物）（羽毛加工物）

　牛肉骨粉、獣脂かす肉骨粉、獣脂かす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　飼飼 料料 原原 料料　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　×　　　　　× ：飼料利用不可、○：飼料利用可
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牛用飼料と豚・牛用飼料と豚・鶏用飼料鶏用飼料のライン分離のライン分離（飼料工場）（飼料工場）

（工場敷地）

飼料工場

（工場建屋）

牛用入口

牛用出口

豚・鶏用
出入口

牛用原料牛用原料
共通原料共通原料

牛
用
製
品

牛
用
製
品

8

日本における牛海綿状脳症対策について日本における牛海綿状脳症対策について

　　　　（食品安全委員会プリオン専門調査会　中間とりまとめ）（食品安全委員会プリオン専門調査会　中間とりまとめ）

ＢＳＥ発生対策として現在行われている飼ＢＳＥ発生対策として現在行われている飼
料規制により、ＢＳＥ発生のリスクは極め料規制により、ＢＳＥ発生のリスクは極め
て小さいものと考えられるが、若齢のＢＳて小さいものと考えられるが、若齢のＢＳ
Ｅ牛が確認されていることも踏まえ、Ｅ牛が確認されていることも踏まえ、飼料飼料
規制の実効性が保証されるよう行政当局規制の実効性が保証されるよう行政当局
によるチェックを引き続き行うことが重要によるチェックを引き続き行うことが重要
である。である。
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乳用牛における飼料の給与構成乳用牛における飼料の給与構成

（栄養価換算）（栄養価換算）
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10

飼料検査体制の現状飼料検査体制の現状

国内生産
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今後の検討方向今後の検討方向

輸入飼料（混合飼料等）の原材料の種類について把握輸入飼料（混合飼料等）の原材料の種類について把握
し、輸入業者に対して禁止原料の有無について検査でし、輸入業者に対して禁止原料の有無について検査で
きる仕組みをつくる。きる仕組みをつくる。

現状現状

飼料輸入業者の届出に際して、輸入しようとする飼料飼料輸入業者の届出に際して、輸入しようとする飼料
の種類を届け出ることとされているが、混合飼料等のの種類を届け出ることとされているが、混合飼料等の

原材料の種類までの届出を義務付けていない。原材料の種類までの届出を義務付けていない。　　

飼料規制強化の検討方向（輸入段階）飼料規制強化の検討方向（輸入段階）

12

今後の検討方向今後の検討方向

小売業者について、現状小売業者について、現状を把握し、飼料混入防止のたを把握し、飼料混入防止のた
めの監視・指導ができる仕組みをつくる。めの監視・指導ができる仕組みをつくる。

現状現状

飼料販売業者は、事業の開始前に届け出ることとされ飼料販売業者は、事業の開始前に届け出ることとされ
ているが、小売業者については届出の対象から除外ているが、小売業者については届出の対象から除外
されている。されている。

飼料規制強化の検討方向（販売段階）飼料規制強化の検討方向（販売段階）
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今後の検討方向今後の検討方向

地方農政局等の農家に対する巡回指導の機会を活用地方農政局等の農家に対する巡回指導の機会を活用
した周知徹底の強化した周知徹底の強化

都道府県による指導・監視項目の明確化都道府県による指導・監視項目の明確化

現状現状

牛飼養農家牛飼養農家に対する給与禁止飼料の誤用・流用を防に対する給与禁止飼料の誤用・流用を防
止するための監視・指導が必ずしも十分ではない。止するための監視・指導が必ずしも十分ではない。

飼料規制強化の検討方向（農家段階）飼料規制強化の検討方向（農家段階）

14

飼料検査体制の飼料検査体制の
　　　　強化の方向　　　　強化の方向
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農場段階におけるリスク牛の農場段階におけるリスク牛の
サーベイランスサーベイランス

※（　）内は陽性頭数、１６年は７月末までの頭数

BSE感染牛の

同居牛

死亡牛

( 24ヶ月齢以上 )

中枢神経症状等が
疑われる牛

44,897

(1)

3,248

１５年度

3,755

139

420

１４年度１３年度

236

801

検査された牛の数

132

(1)

0

33,286

ー

１６年度

266


